フィジー諸島共和国における自然体験実習の単位認定について
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工学部教務委員会から、単位の取り扱いを学外実習あるいはインターンシップで認めてもらうよう工学部各学科に働きかけていただいております。各学科からの回答は以下の通りです。（教委資15-31）

機械工学科

　学外実習　１単位　全学年　認定する

機械システム工学科

　学外実習　１単位　02年度以前入学者　認定する

　学外実習(1)(2)　各１単位　03年度以降入学者　認定する

電子通信工学科

　インターンシップ　２単位　03年度以降入学者　認定する

建築学科

　学外実習　２単位　全学年　認定する

都市基盤工学科

　フィールドリサーチ　２単位　98～01年度入学者　認定する

　インターンシップ　２単位　01年度以降入学者　認定する

環境エネルギー工学科

　インターンシップ　１単位　03年度以降入学者　認定する

＊電気電子情報工学科、コンピュータ・メディア工学科、システム情報工学科は認定しない。

　以上の各学科の単位認定条件に該当する学生は、各学科の担当教員と相談の上、必要書類をそろえて単位認定の手続きを取るようにしてください。学外実習及びインターンシップは、基本的に学生が申請する形式を取ります。その際に出勤表や成績資料が必要であれば、萩谷が各教員及び受け入れ企業としてのウイング・インベストメントの評価をとりまとめてお渡しします。

　所属する学科の単位認定条件に該当しない場合は、9/30までに連絡の上、萩谷が後期に開講する「武蔵野台地を歩く」ゼミナールを履修登録してください。ゼミの２単位を実習の単位として振り替えます。なお教養ゼミの単位は８単位まで（環境情報学部は４単位まで？）が卒業要件単位として認められます。

　すでに学外実習の単位を取得済みであったり、各学期24単位までの単位取得制限に関わる場合など、個別の事情がある場合については萩谷まで連絡してください。

